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新型コロナウイルス感染症や大規模災害が発生する中で「感染症や災害への対応力強化」を図るとともに、団塊の世代の全てが75歳以
上となる2025年に向けて、2040年も見据えながら、「地域包括ケアシステムの推進」、「自立支援・重度化防止の取組の推進」、「介
護人材の確保・介護現場の革新」、「制度の安定性・持続可能性の確保」を図る。

改定率：＋０．７０％

１．感染症や災害への対応力強化

２．地域包括ケアシステムの推進 ３．自立支援・重度化防止の取組の推進

４．介護人材の確保・介護現場の革新 5．制度の安定性・持続可能性の確保

■感染症や災害が発生した場合であっても、利用者に必要なサービスが安定的・継続的に提供される体制を構築

○日頃からの備えと業務継続に向けた取組の推進
・感染症対策の強化 ・業務継続に向けた取組の強化 ・災害への地域と連携した対応の強化 ・通所介護等の事業所規模別の報酬等に関する対応

■住み慣れた地域において、利用者の尊厳を保持しつつ、必要な
サービスが切れ目なく提供されるよう取組を推進

■制度の目的に沿って、質の評価やデータ活用を行いながら、
科学的に効果が裏付けられた質の高いサービスの提供を推進

■喫緊・重要な課題として、介護人材の確保・介護現場の革新に対応 ■必要なサービスは確保しつつ、適正化・重点化を図る

○認知症への対応力向上に向けた取組の推進

○看取りへの対応の充実

○医療と介護の連携の推進

○在宅サービス、介護保険施設や高齢者住まいの機能・対応強化

○ケアマネジメントの質の向上と公正中立性の確保

○地域の特性に応じたサービスの確保

○リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の連携・強化

○介護職員の処遇改善や職場環境の改善に向けた取組の推進

・認知症専門ケア加算の訪問ｻｰﾋﾞｽへの拡充 ・無資格者への認知症介護基礎研修受講義務づけ

・ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの取組推進 ・施設等における評価の充実

・老健施設の医療ニーズへの対応強化
・長期入院患者の介護医療院での受入れ推進

・事務の効率化による逓減制の緩和 ・医療機関との情報連携強化 ・介護予防支援の充実

○報酬体系の簡素化

・区分支給限度基準額の計算方法の一部見直し ・訪問看護のリハの評価・提供回数等の見直し
・長期間利用の介護予防リハの評価の見直し ・居宅療養管理指導の居住場所に応じた評価の見直し
・介護療養型医療施設の基本報酬の見直し ・介護職員処遇改善加算（Ⅳ）（Ⅴ）の廃止
・生活援助の訪問回数が多い利用者等のケアプランの検証

・月額報酬化（療養通所介護） ・加算の整理統合（リハ、口腔、栄養等）

○評価の適正化・重点化

・訪問看護や訪問入浴の充実 ・緊急時の宿泊対応の充実 ・個室ﾕﾆｯﾄの定員上限の明確化

・過疎地域等への対応（地方分権提案） ・施設での日中生活支援の評価 ・褥瘡ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ、排せつ支援の強化

・計画作成や多職種間会議でのリハ、口腔、栄養専門職の関与の明確化
・リハビリテーションマネジメントの強化 ・退院退所直後のリハの充実
・通所介護や特養等における外部のリハ専門職等との連携による介護の推進
・通所介護における機能訓練や入浴介助の取組の強化
・介護保険施設や通所介護等における口腔衛生の管理や栄養マネジメントの強化

・CHASE・VISIT情報の収集・活用とPDCAサイクルの推進
・ADL維持等加算の拡充

○介護サービスの質の評価と科学的介護の取組の推進

○寝たきり防止等、重度化防止の取組の推進

※各事項は主なもの

○テクノロジーの活用や人員基準・運営基準の緩和を通じた
業務効率化・業務負担軽減の推進

○文書負担軽減や手続きの効率化による介護現場の業務負担軽減
の推進

・特定処遇改善加算の介護職員間の配分ルールの柔軟化による取得促進
・職員の離職防止・定着に資する取組の推進
・サービス提供体制強化加算における介護福祉士が多い職場の評価の充実
・人員配置基準における両立支援への配慮 ・ハラスメント対策の強化

・見守り機器を導入した場合の夜間における人員配置の緩和
・会議や多職種連携におけるICTの活用
・特養の併設の場合の兼務等の緩和 ・３ユニットの認知症GHの夜勤職員体制の緩和

・署名・押印の見直し ・電磁的記録による保存等 ・運営規程の掲示の柔軟化

・介護保険施設におけるリスクマネジメントの強化
・高齢者虐待防止の推進 ・基準費用額（食費）の見直し

６．その他の事項

令和３年度介護報酬改定の概要

※うち、新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症に対応するための特例的な評価 ０．０５％（令和３年９月末までの間）

1・基本報酬の見直し
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概要

○ 居宅療養管理指導について、基本方針を踏まえ、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが
できるよう、より適切なサービスを提供していく観点から、近年、「かかりつけ医等が患者の社会生活面の課題に
も目を向け、地域社会における様々な支援へとつなげる取組」を進める動きがあることも踏まえ、また多職種間で
の情報共有促進の観点から、見直しを行う。【省令改正、通知改正】

基準・算定要件

○ 以下の内容を通知に記載する。
＜医師・歯科医師＞
・居宅療養管理指導の提供に当たり、利用者の社会生活面の課題にも目を向け、利用者の多様なニーズについて

地域における多様な社会資源につながるよう留意し、必要に応じて指導、助言等を行う。
＜薬剤師・歯科衛生士・管理栄養士＞
・居宅療養管理指導の提供に当たり、（上記の）医師・歯科医師の指導、助言等につながる情報の把握に努め、

必要な情報を医師又は歯科医師に提供する。

○ 以下の内容等を運営基準（省令）に規定する。
＜薬剤師＞
・療養上適切な居宅サービスが提供されるために必要があると認める場合や、居宅介護支援事業者等から求めが

あった場合は、居宅サービス計画の作成、居宅サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行う。

基本方針を踏まえた居宅療養管理指導の実施と多職種連携の推進
【居宅療養管理指導★】
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概要

○ 医師・歯科医師による居宅療養管理指導について、医師・歯科医師から介護支援専門員に適時に必要な情報が提
供され、ケアマネジメントに活用されるようにする観点から、算定要件である介護支援専門員への情報提供に当
たっての様式について見直しを行う。【通知改正】
・ 医師：主治医意見書の様式を踏まえた新たな様式を設定。
・ 歯科医師：歯科疾患在宅療養管理料（医療）の様式を踏まえた新たな様式を設定。
※ 様式には、居宅要介護者の社会生活面の課題にも目を向け、地域社会における様々な支援へとつながるよう、

関連の記載欄を設定。 （※２（３）①参照）

医師・歯科医師から介護支援専門員への情報提供の充実

【居宅療養管理指導★】
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概要

○ 歯科衛生士等による居宅療養管理指導を行った場合の記録等の様式について、その充実を図る観点から、診療報
酬における訪問歯科衛生指導料や歯科衛生実地指導料の記載内容を参考に新たな様式を設定する。【通知改正】

歯科衛生士等による居宅療養管理指導の充実

【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設（一部除く）、介護医療院】
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概要

○ 居宅療養管理指導について、在宅の利用者であって通院が困難なものに対して行うサービスであることを踏まえ、
適切なサービスの提供を進める観点から、診療報酬の例を参考に、少なくとも独歩で家族・介助者等の助けを借り
ずに通院ができる者などは、通院は容易であると考えられるため、これらの者については算定できないことを明確
化する。【通知改正】

基準・算定要件
○ 以下を明確化する。

・居宅療養管理指導は、定期的に訪問して管理・指導を行った場合の評価であり、継続的な管理・指導の必要の
ない者や通院が可能な者に対して安易に算定してはならず、例えば、少なくとも独歩で家族・介助者等の助け
を借りずに通院ができる者などは、通院は容易であると考えられるため、居宅療養管理指導費は算定できない
こと。

居宅療養管理指導における通院が困難なものの取扱いの明確化
【居宅療養管理指導★】
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概要
○ 居宅療養管理指導について、サービス提供の状況や移動時間、滞在時間等の効率性を勘案し、より実態を踏まえ

た評価とする観点から、単一建物居住者の人数に応じた評価について見直しを行う。【告示改正】

基準・算定要件

居宅療養管理指導の居住場所に応じた評価の見直し

【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設（一部除く）、介護医療院】

○医師が行う場合 ＜現行＞

(1)居宅療養管理指導(Ⅰ) (Ⅱ以外の場合に算
定)

単一建物居住者が１人 509単位
単一建物居住者が２～９人 485単位
単一建物居住者が１０人以上 444単位

(2)居宅療養管理指導(Ⅱ) （在宅時医学総合管
理料等を算定する利用者を対象とする場合に
算定）

単一建物居住者が１人 295単位
単一建物居住者が２～９人 285単位
単一建物居住者が１０人以上 261単位

○歯科医師が行う場合 単一建物居住者が１人 509単位
単一建物居住者が２～９人 485単位
単一建物居住者が１０人以上 444単位

○薬剤師が行う場合

(1)病院又は診療所の薬剤師 単一建物居住者が１人 560単位
単一建物居住者が２～９人 415単位
単一建物居住者が１０人以上 379単位

(2)薬局の薬剤師 単一建物居住者が１人 509単位
単一建物居住者が２～９人 377単位
単一建物居住者が１０人以上 345単位

○管理栄養士が行う場合 単一建物居住者が１人 539単位
単一建物居住者が２～９人 485単位
単一建物居住者が１０人以上 444単位

○歯科衛生士が行う場合 単一建物居住者が１人 356単位
単一建物居住者が２～９人 324単位
単一建物居住者が１０人以上 296単位



自立支援・重度化防止の取組の推進

■制度の目的に沿って、質の評価やデータ活用を行いながら、科学的に効果が裏付けられた質の高いサービスの提供を推進

（１）リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の連携・強化

（２）介護サービスの質の評価と科学的介護の取組の推進

(３）寝たきり防止等、重度化防止の取組の推進

○ 加算等の算定要件とされている計画作成や会議について、リハ専門職、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応じて参加することを明確化する。

○ 自立支援・重度化防止に向けた更なる質の高い取組を促す観点から、訪リハ・通リハのリハビリテーションマネジメント加算（Ⅰ）を廃止し、
基本報酬の算定要件とする。VISITへデータを提出しフィードバックを受けPDCAサイクルを推進することを評価する取組を老健施設等に拡充する。

○ 週６回を限度とする訪問リハについて、退院・退所直後のリハの充実を図る観点から、退院・退所日から３月以内は週12回まで算定可能とする。

○ 通所介護や特養等における外部のリハ専門職等との連携による自立支援・重度化防止に資する介護を図る生活機能向上連携加算について、訪問
介護等と同様に、ICTの活用等により外部のリハ専門職等が事業所を訪問せずに利用者の状態を把握・助言する場合の評価区分を新たに設ける。

○ 通所介護の個別機能訓練加算について、より利用者の自立支援等に資する機能訓練の提供を促進する観点から、加算区分や要件の見直しを行う。

○ 通所介護、通リハの入浴介助加算について、利用者の自宅での入浴の自立を図る観点から、個別の入浴計画に基づく入浴介助を新たに評価する。

○ 施設系サービスについて、口腔衛生管理体制加算を廃止し、基本サービスとして、口腔衛生の管理体制を整備し、状態に応じた口腔衛生の管理の
実施を求める。（※３年の経過措置期間を設ける）

○ 施設系サービスについて、栄養マネジメント加算は廃止し、現行の栄養士に加えて管理栄養士の配置を位置付けるとともに、基本サービスとし
て、状態に応じた栄養管理の計画的な実施を求める（※３年の経過措置期間を設ける）。入所者全員への丁寧な栄養ケアの実施や体制強化等を評価する
加算を新設し、低栄養リスク改善加算は廃止する。

○ 通所系サービス等について、介護職員等による口腔スクリーニングの実施を新たに評価する。管理栄養士と介護職員等の連携による栄養アセ
スメントの取組を新たに評価する。栄養改善加算において、管理栄養士が必要に応じて利用者の居宅を訪問する取組を求める。

○ 認知症GHについて、管理栄養士が介護職員等へ助言・指導を行い栄養改善のための体制づくりを進めることを新たに評価する。

○ CHASE・VISITへのデータ提出とフィードバックの活用によりPDCAサイクルの推進とケアの質の向上を図る取組を推進する。
・施設系・通所系・居住系・多機能系サービスについて、事業所の全ての利用者に係るデータ（ADL、栄養、口腔・嚥下、認知症等）をCHASEに

提出してフィードバックを受け、事業所単位でのPDCAサイクル・ケアの質の向上の取組を推進することを新たに評価。
・既存の加算等において、利用者ごとの計画に基づくケアのPDCAサイクルの取組に加えて、CHASE等を活用した更なる取組を新たに評価。
・全ての事業者に、CHASE・VISITへのデータ提出とフィードバックの活用によるPDCAサイクルの推進・ケアの質の向上を推奨。

○ ADL維持等加算について、通所介護に加えて、認デイ、介護付きホーム、特養に対象を拡充する。クリームスキミングを防止する観点や加算
の取得状況等を踏まえ、要件の見直しを行う。ADLを良好に維持・改善する事業者を高く評価する評価区分を新たに設ける。

○ 老健施設の在宅復帰・在宅療養支援等評価指標について、在宅復帰等を更に推進する観点から、見直しを行う。（※６月の経過措置期間を設ける）

○ 施設系サービスについて、利用者の尊厳の保持、自立支援・重度化防止の推進、廃用や寝たきりの防止等の観点から、全ての利用者への医学的
評価に基づく日々の過ごし方等へのアセスメントの実施、日々の生活全般における計画に基づくケアの実施を新たに評価する。

○ 施設系サービスにおける褥瘡マネジメント加算、排せつ支援加算について、状態改善等（アウトカム）を新たに評価する等の見直しを行う。
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概要

○ リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組を一体的に運用し、自立支援・重度化防止を効果的に進め
る観点から見直しを行う。【通知改正】

基準・算定要件

○ リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する加算等の算定要件とされている計画作成や会議について、
リハビリテーション専門職、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応じて参加することを明確化する。

○ リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する各種計画書（リハビリテーション計画書、栄養ケア計画
書、口腔機能向上サービスの管理指導計画・実施記録）について、重複する記載項目を整理するとともに、それ
ぞれの実施計画を一体的に記入できる様式を設ける。

リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進

【訪問リハビリテーション★、通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション★、短期入所生活介護★、短期入所療養介護★、
小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地
域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院】



9

概要

○ 施設系サービスにおいて口腔衛生管理体制を確保するよう促すとともに、状態に応じた丁寧な口腔衛生管理を
更に充実させるため、口腔衛生管理体制加算を廃止し、同加算の算定要件の取組を一定緩和した上で、３年の経
過措置期間を設け、基本サービスとして、口腔衛生の管理体制を整備し、入所者ごとの状態に応じた口腔衛生の
管理を行うことを求める。【省令改正、告示改正】

○ 口腔衛生管理加算について、CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用による更なるPDCA

サイクルの推進・ケアの向上を図ることを評価する新たな区分を設ける。【告示改正】

単位数

＜現行＞ ＜改定後＞
口腔衛生管理体制加算 30単位/月 ⇒ 廃止
口腔衛生管理加算 90単位/月 ⇒ 口腔衛生管理加算（Ⅰ） 90単位/月（現行の口腔衛生

管理加算と同じ）
口腔衛生管理加算（Ⅱ）110単位/月（新設）

基準・算定要件

＜運営基準（省令）＞（※３年の経過措置期間を設ける）
・ 「入所者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整

備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない」ことを規定。
※ 「計画的に」とは、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔衛生に係

る技術的助言及び指導を年2回以上実施することとする。
＜口腔衛生管理加算（Ⅱ）＞

・ 加算（Ⅰ）の要件に加え、口腔衛生等の管理に係る計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、口腔衛生等の管
理の実施に当たって、当該情報その他口腔衛生等の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している
こと

施設系サービスにおける口腔衛生管理の強化

【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設（一部除く）、介護医療院】
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概要

○ 通所・居住系等のサービスについて、利用者の口腔機能低下を早期に確認し、適切な管理等を行うことにより、
口腔機能低下の重症化等の予防、維持、回復等につなげる観点から、介護職員等が実施可能な口腔スクリーニング
を評価する加算を創設する。その際、栄養スクリーニング加算による取組・評価と一体的に行う。【告示改正】

○ 口腔機能向上加算について、CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用による更なるPDCAサイクルの推
進・ケアの向上を図ることを評価する新たな区分を設ける。【告示改正】

単位数
＜現行＞ ＜改定後＞
栄養スクリーニング加算 ５単位／回 ⇒ 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）20単位／回（新設）

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）５単位／回（新設）
口腔機能向上加算 150単位／回 ⇒ 口腔機能向上加算（Ⅰ） 150単位／回

（現行の口腔機能向上加算と同様）
口腔機能向上加算（Ⅱ） 160単位／回（新設）
（※原則３月以内、月２回を限度（※（Ⅰ）と（Ⅱ）は併算定不可）

基準・算定要件
＜口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）＞

○ 介護サービス事業所の従業者が、利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態及び栄養状態に
ついて確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供していること（※栄養アセスメント加
算、栄養改善加算及び口腔機能向上加算との併算定不可）

＜口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）＞

○ 利用者が、栄養改善加算や口腔機能向上加算を算定している場合に、口腔の健康状態と栄養状態のいずれか
の確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供していること（※栄養アセスメント加算、
栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定しており加算（Ⅰ）を算定できない場合にのみ算定可能）

＜口腔機能向上加算（Ⅱ）＞

○ 口腔機能向上加算（Ⅰ）の取組に加え、口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機
能向上サービスの実施にあたって当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を
活用していること

通所系サービス等における口腔機能向上の取組の充実

【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設（一部除く）、介護医療院】



介護サービスの質の評価と科学的介護の取組の推進
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■ CHASE・VISITへのデータ提出とフィードバックの活用によりPDCAサイクルの推進とケアの質の向上を図る取組を
推進する。
・ 施設系・通所系・居住系・多機能系サービスについて、事業所の全ての利用者に係るデータ（ADL、栄養、口腔・

嚥下、認知症等）をCHASEに提出してフィードバックを受け、事業所単位でのPDCAサイクル・ケアの質の向上の取
組を推進することを新たに評価。【告示改正】

・ 既存の加算等において、利用者ごとの計画に基づくケアのPDCAサイクルの取組に加えて、CHASE等を活用した更
なる取組を新たに評価。【告示改正】

・ 全ての事業者に、CHASE・VISITへのデータ提出とフィードバックの活用によるPDCAサイクルの推進・ケアの質
の向上を推奨。【省令改正】

CHASE・VISIT情報の収集・活用とPDCAサイクルの推進

＜施設系サービス＞ ＜通所系・多機能系・居住系サービス＞
科学的介護推進体制加算(Ⅰ) 40単位／月（新設） 科学的介護推進体制加算 40単位／月（新設）
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) 60単位／月（新設）

（※加算（Ⅱ）について、服薬情報の提供を求めない特養・地密特養については、50単位／月）

〔算定要件〕
イ 入所者・利用者ごとの心身の状況等（加算（Ⅱ）については心身、疾病の状況等）の基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。
ロ サービスの提供に当たって、イに規定する情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。

施設系サービス（介護療養型医療施設を除く）、通所系サービス、多機能系サービス、居住系サービス

【全体像】 【PDCAサイクルの推進（イメージ）】

※ 令和３年度から、CHASE・VISITを一体的に運用するにあたって、科学的介護の理解と浸透を図る観点から、以下の統一した名称を用いる予定。
科学的介護情報システム （Long-term care Information system For Evidence；LIFE ライフ）



参考資料

令和３年度介護報酬改定について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html

社会保障審議会（介護給付費分科会）
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126698.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126698.html


（口腔衛生の管理）

第十七条の三 指定介護老人福祉施設は、入所者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の
管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない。
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18 口腔衛生の管理
基準省令第17条の３は、指定介護老人福祉施設の入所者に対する口腔衛生の管理について、令和３年度より口腔衛生管理体制加算

を廃止し、基本サービスとして行うことを踏まえ、入所者の口腔の健康状態に応じて、以下の手順により計画的に行うべきことを定
めたものである。
⑴ 当該施設において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、当該施設の介護職員に対する口腔衛生の管理に係る技

術的助言及び指導を年２回以上行うこと。
⑵ ⑴の技術的助言及び指導に基づき、以下の事項を記載した、入所者の口腔衛生の管理体制に係る計画を作成するとともに、必要

に応じて、定期的に当該計画を見直すこと。なお、口腔衛生の管理体制に係る計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載
する場合はその記載をもって口腔衛生の管理体制に係る計画の作成に代えることができるものとすること。
イ 助言を行った歯科医師
ロ 歯科医師からの助言の要点
ハ 具体的方策
ニ 当該施設における実施目標
ホ 留意事項・特記事項

⑶ 医療保険において歯科訪問診療料が算定された日に、介護職員に対する口腔清掃等に係る技術的助言及び指導又は⑵の計画に関
する技術的助言及び指導を行うにあたっては、歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導の実施時間以外の時間帯に行うこと。

なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和３年改正省令附則第９条において、３年間の経過措置を設けており、令和６年３月31日
までの間は、努力義務とされている。

口腔衛生管理体制加算関係①

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について（抄）

新 旧

（削る） 口腔衛生管理体制加算 30単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施
設において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、
介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月１回以上
行っている場合に、１月につき所定単位数を加算する。

指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の一部改正
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口腔衛生管理体制加算関係②

第７ 口腔衛生の管理体制に関する基本的考え方と様式例の提示について
１ 口腔衛生の管理体制の基本的な考え方

口腔衛生の管理体制は、ケアマネジメントの一環として、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士（以下「歯科医師等」という。）及び関連職種の共同によ
り、口腔衛生に係る課題把握・改善を行い、入所者に適した口腔清掃等を継続的に行うための体制をいう。

歯・口腔の健康の保持・増進を図ることは、自立した質の高い生活を営む上で重要であり、介護保険施設における口腔衛生等の管理は、利用者の口腔の健康状態に応
じた効率的・効果的な口腔清掃等が行われるだけでなく、摂食・嚥下機能の維持・向上、栄養状態の改善等にもつながるものである。

口腔衛生の管理については、平成21年に口腔機能維持管理加算が新設、平成27年に口腔衛生管理体制加算に名称変更され、介護保険施設の入所者に対して計画的な口
腔ケア・マネジメントを行うことができるよう、歯科医師等が日常的な口腔清掃等のケアに係る技術的指導・助言を行う場合の評価を行ってきた。

令和３年度介護報酬改定において、全ての施設系サービスにおいて口腔衛生の管理体制を整備し、入所者の状態に応じた丁寧な口腔衛生の管理を更に充実させる観点
から、施設系サービスにおける口腔衛生管理体制加算を廃止し、基本サービスとして行うこととした。歯科医師等に技術的指導・助言を受ける体制を整備していない介
護保険施設においては、郡市区歯科医師会等と連携を図りながら、施設における口腔衛生の管理体制の整備を進められたい。

２ 口腔衛生の管理体制の整備にかかる実務について
⑴ 口腔衛生管理体制計画の立案

歯科医師等は、介護保険施設における口腔清掃等の実態の把握、介護職員からの相談等を踏まえ、当該施設の実情に応じ、口腔衛生の管理に係る技術的助言・指導
を行うこと。

介護職員は、当該技術的助言・指導に基づき、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部
分）及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」別紙様式３及び「指定地域密着型サービスに要する費用
の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」別紙様式１を参考に、
以下の事項を記載した口腔衛生管理体制計画を作成すること。
ア 助言を行った歯科医師等
イ 歯科医師からの助言の要点
ウ 当該施設における実施目標
エ 具体的方策
オ 留意事項・特記事項

⑵ 入所者の口腔の状況の確認
口腔衛生管理体制計画に基づき、介護職員が口腔の健康状態のスクリーニングを行い、入所者の口腔清掃の自立度、口腔の健康状態等について把握すること。スク

リーニングを行うに当たっては、利用者について、それぞれ次に掲げる確認を行うこと。
【スクリーニング例】
・ 歯や入れ歯が汚れている
・ 歯が少ないのに入れ歯を使っていない
・ むせやすい

歯・口腔の疾患が疑われる場合や介護職員による口腔清掃等が困難な場合等は、歯科医師による訪問診療等の際、各利用者の口腔の健康状態に応じた口腔健康管理
が行われるよう、当該歯科医師に相談することが望ましい。

リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及
び様式例の提示について

第７ 口腔衛生の管理体制に関する基本的考え方と様式例の提示について

（次頁へ続く）
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⑶ 口腔清掃の用具の整備
口腔清掃には、歯の清掃に用いる歯ブラシ、ワンタフトブラシ、舌に用いる舌ブラシ、口腔粘膜に用いるスポンジブラシ、義歯に用いる義歯ブラシ等の清掃用具が

用いられる。利用者の口腔の健康状態や自立度等を踏まえ、歯科医師等の技術的助言・指導に基づき、口腔清掃の用具を選択すること。
⑷ 口腔清掃の実施

口腔清掃の実施担当者及び実施時刻等を、口腔清掃の実施回数・方法・内容等を踏まえて検討し、施設におけるサービス提供に係るタイムスケジュールに組み込む
こと。

⑸ 介護職員の口腔清掃に対する知識・技術の習得、安全確保
口腔清掃は、正しい知識をもって行わない場合、歯や粘膜を傷つけるだけでなく、食物残渣や唾液等の誤嚥による肺炎を引き起こすおそれもあるため、歯科医師等

から口腔清掃の用具の使用方法の指導を受けることは重要である。
また、口腔清掃に携わらない職員についても、口腔衛生、口腔機能の維持・向上、誤嚥性肺炎等について理解を深めることは重要である。
なお、歯科医師等が単独で介護職員への研修会等を開催することが困難な場合は、都道府県や都道府県歯科医師会等で実施されている介護職員向けの研修を紹介す

ることでも差し支えない。
⑹ 食事環境をはじめとした日常生活における環境整備

介護職員は、歯科医師等に入所者の口腔機能等に応じた食事の提供、食形態等について必要に応じて相談し、食事環境等の整備に努めること。
⑺ 歯科医師等からの技術的助言・指導と計画の見直し

介護職員は、口腔清掃等を含めた施設における課題や疑問等を、適宜、歯科医師等に相談する。
歯科医師等は、概ね６か月毎に、施設における口腔清掃の実態、介護職員からの相談等を踏まえ、当該施設の実情に応じた口腔衛生管理体制計画に係る技術的助

言・指導を行うこと。
介護職員は、当該技術的助言・指導を踏まえ、口腔衛生管理体制計画の見直しを行い、口腔衛生の管理体制の充実を図ること。

リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及
び様式例の提示について

第７ 口腔衛生の管理体制に関する基本的考え方と様式例の提示について

（前頁からの続き）

口腔衛生管理体制加算関係③
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口腔衛生管理体制加算関係④

（前頁からの続き）
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口腔衛生管理加算関係①

新 旧

口腔衛生管理加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において、入所者

に対し、歯科衛生士が口腔衛生の管理を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１
月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定し
ている場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

⑴ 口腔衛生管理加算(Ⅰ) 90単位
⑵ 口腔衛生管理加算(Ⅱ) 110単位
（削る）

（削る）

（削る）

口腔衛生管理加算 90単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において、次に掲
げるいずれの基準にも該当する場合に、１月につき所定単位数を加算する。ただし、こ
の場合において、口腔衛生管理体制加算を算定していない場合は、算定しない。

（新設）
（新設）

イ 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月２回以上行う
こと。
ロ 歯科衛生士が、イにおける入所者に係る口腔ケアについて、介護職員に対し、具体
的な技術的助言及び指導を行うこと。
ハ 歯科衛生士が、イにおける入所者の口腔に関する介護職員からの相談等に必要に応
じ対応すること。

指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の一部改正

新 旧

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、介護福祉施設サービス、介護
保健施設サービス及び介護医療院サービスにおける口腔衛生管理加算の基準
（削る）
イ 口腔衛生管理加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すると。

⑴ 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に
基づき、入所者の口腔衛生等の管理に係る計画が作成されていること。

⑵ 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔衛生等の管理
を月二回以上行うこと。

⑶ 歯科衛生士が、⑴における入所者に係る口腔衛生等の管理について、介護
職員に対し、具体的な技術的助言及び指導を行うこと。

⑷ 歯科衛生士が、⑴における入所者の口腔に関する介護職員からの相談等に
必要に応じ対応すること。

⑸ 通所介護費等算定方法第十号、第十二号、第十三号及び第十五号に規定す
る基準のいずれにも該当しないこと。

ロ 口腔衛生管理加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すると。
⑴ イ⑴から⑸までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
⑵ 入所者ごとの口腔衛生等の管理に係る計画の内容等の情報を厚生労働省に

提出し、口腔衛生の管理の実施に当たって、当該情報その他口腔衛生の管理
の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

六十九 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、介護福祉施設サービ
ス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス及び介護医療院サービスに
おける口腔衛生管理加算の基準
前号の規定を準用する。
（新設）

（新設）

厚生労働大臣が定める基準（平成二十七年厚生労働省告示第九十五号）
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新 旧
口腔衛生管理加算について

① 口腔衛生管理加算については、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が施設の入所者

に対して口腔衛生の管理を行い、当該入所者に係る口腔清掃等について介護職員へ具体

的な技術的助言及び指導をした場合において、当該入所者ごとに算定するものである。

② （略）

③ 歯科医師の指示を受けて当該施設の入所者に対して口腔衛生の管理を行う歯科衛生

士は、口腔に関する問題点、歯科医師からの指示内容の要点（ただし、歯科医師から受

けた指示内容のうち、特に歯科衛生士が入所者に対する口腔衛生の管理を行うにあたり

配慮すべき事項とする。）、当該歯科衛生士が実施した口腔衛生の管理の内容、当該入

所者に係る口腔清掃等について介護職員への具体的な技術的助言及び指導の内容及びそ

の他必要と思われる事項に係る記録を別紙様式３を参考として作成し、当該施設に提出

すること。当該施設は、当該記録を保管するとともに、必要に応じてその写しを当該所

者に対して提供すること。

④ （略）

⑤ 厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦ

Ｅへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連

加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」（令和３年

●月●日老老発●第●号厚生労働省老健局老人保健課長通知）を参照されたい。

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活

用し、入所者の状態に応じた口腔衛生の管理の内容の決定（Plan）、当該決定に基づく

支援の提供（Do)、当該支援内容の評価（Check）、その評価結果を踏まえた当該支援

内容の見直し・改善（Action）の一連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、サービ

スの質の管理を行うこと。

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に

資するため、適宜活用されるものである。

⑥ （略）

口腔衛生管理加算について

① 口腔衛生管理加算については、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が口腔衛生管理

体制加算を算定している施設の入所者に対して口腔ケアを実施し、当該入所者に係る

口腔ケアについて介護職員へ具体的な技術的助言及び指導をした場合において、当該

入所者ごとに算定するものである。

② （略）

③ 歯科医師の指示を受けて当該施設の入所者に対して口腔ケアを行う歯科衛生士は、

口腔に関する問題点、歯科医師からの指示内容の要点（ただし、歯科医師から受けた

指示内容のうち、特に歯科衛生士が入所者に対する口腔ケアを行うにあたり配慮すべ

き事項とする。）、当該歯科衛生士が実施した口腔ケアの内容、当該入所者に係る口

腔ケアについて介護職員への具体的な技術的助言及び指導の内容及びその他必要と思

われる事項に係る記録（以下「口腔衛生管理に関する実施記録」という。）を別紙様

式３を参考として作成し、当該施設に提出すること。当該施設は、当該口腔衛生管理

に関する実施記録を保管するとともに、必要に応じてその写しを当該入所者に対して

提供すること。

④ （略）

（新設）

⑤ （略）

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分）
及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について

口腔衛生管理加算関係②
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口腔衛生管理加算関係③

（前頁からの続き）
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新 旧
５ 居宅療養管理指導費
ロ 歯科医師が行う場合
⑴ 単一建物居住者１人に対して行う場合 516単位
⑵ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 486単位
⑶ ⑴及び⑵以外の場合 440単位
注１ 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定居宅療養管理指導
事業所（指定居宅サービス基準第85条第１項第１号に規定する指定居宅療養管理
指導事業所をいう。以下この注から注４までにおいて同じ。）の歯科医師が、当
該利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な歯科医学的管理に基づき、介
護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供並びに利用者
又はその家族等に対する居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法等につ
いての指導及び助言を行った場合に、単一建物居住者（当該利用者が居住する建
物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の歯科医師が、同一月
に歯科訪問診療又は指定居宅療養管理指導を行っているものをいう。）の人数に
従い、１月に２回を限度として、所定単位数を算定する。
２～４ （略）

５ 居宅療養管理指導費
ロ 歯科医師が行う場合
⑴ 単一建物居住者１人に対して行う場合 509単位
⑵ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 485単位
⑶ ⑴及び⑵以外の場合 444単位
注１ 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定居宅療養管理指導
事業所の歯科医師が、当該利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な歯科
医学的管理に基づき、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要
な情報提供並びに利用者又はその家族等に対する居宅サービスを利用する上での
留意点、介護方法等についての指導及び助言を行った場合に、単一建物居住者
（当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事
業所の歯科医師が、同一月に歯科訪問診療又は指定居宅療養管理指導を行ってい
るものをいう。）の人数に従い、１月に２回を限度として、所定単位数を算定す
る。

２～４ （略）

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示

居宅療養管理指導関係（歯科医師）①

新 旧

６ 居宅療養管理指導費
⑴ 通院が困難な利用者について
居宅療養管理指導費は、在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、定期的に訪問
して指導等を行った場合の評価であり、継続的な指導等の必要のないものや通院が可能な
ものに対して安易に算定してはならない。例えば、少なくとも独歩で家族・介助者等の助
けを借りずに通院ができるものなどは、通院は容易であると考えられるため、居宅療養管
理指導費は算定できない（やむを得ない事情がある場合を除く。）

６ 居宅療養管理指導費
（新設）

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定
居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について

（次頁へ続く）



新 旧

⑶ 医師・歯科医師の居宅療養管理指導について

① 算定内容

主治の医師及び歯科医師の行う居宅療養管理指導については、計画的かつ継続的な医学的管理又

は歯科医学的管理に基づき、介護支援専門員（指定居宅介護支援事業者により指定居宅介護支援を

受けている居宅要介護被保険者については居宅サービス計画（以下６において「ケアプラン」とい

う。）を作成している介護支援専門員を、特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、認

知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は看護小規模多機能型居宅介護の

利用者にあっては、当該事業所の介護支援専門員をいう。以下６において「ケアマネジャー」とい

う。）に対するケアプランの作成等に必要な情報提供並びに利用者若しくはその家族等に対する介

護サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行った場合に算定する。

ケアマネジャーへの情報提供がない場合には、算定できないこととなるため留意すること。

利用者が他の介護サービスを利用している場合にあっては、必要に応じて、利用者又は家族の同

意を得た上で、当該介護サービス事業者等に介護サービスを提供する上での情報提供及び助言を行

うこととする。

また、必要に応じて、利用者の社会生活面の課題にも目を向け、地域社会における様々な支援へ

とつながるよう留意し、また、関連する情報については、ケアマネジャー等に提供するよう努める

こととする。

なお、当該医師が当該月に医療保険において、「在宅時医学総合管理料」又は「施設入居時等医

学総合管理料」を当該利用者について算定した場合には、当該医師に限り居宅療養管理指導費(Ⅱ)

を算定する。

② 「情報提供」及び「指導又は助言」の方法

ア ケアマネジャーに対する情報提供の方法

ケアプランの策定等に必要な情報提供は、サービス担当者会議への参加により行うことを基本と

する（必ずしも文書等による必要はない。）。

当該会議への参加が困難な場合やサービス担当者会議が開催されない場合等においては、下記の

「情報提供すべき事項」（薬局薬剤師に情報提供する場合は、診療状況を示す文書等の内容も含

む。）について、別紙様式１（医師）又は２（歯科医師）等（メール、ＦＡＸ等でも可）により、

ケアマネジャーに対して情報提供を行うことで足りるものとする。

なお、サービス担当者会議等への参加により情報提供を行った場合については、別紙様式１又は

２を参考に、その情報提供の要点を記載すること。当該記載については、医療保険の診療録に記載

することは差し支えないが、下線又は枠で囲う等により、他の記載と区別できるようにすること。

また、別紙様式１又は２等により情報提供を行った場合については、当該様式等の写しを診療録

に添付する等により保存すること。

（情報提供すべき事項）

(ａ)～(ｃ) （略）

(ｄ) 利用者の日常生活上の留意事項、社会生活面の課題と地域社会において必要な支

援

イ （略）

③～⑤ （略）

⑵ 医師・歯科医師の居宅療養管理指導について

① 算定内容

主治の医師及び歯科医師の行う居宅療養管理指導については、計画的かつ継続的な医学的管理又は

歯科医学的管理に基づき、介護支援専門員（指定居宅介護支援事業者により指定居宅介護支援を受

けている居宅要介護被保険者については居宅サービス計画（以下６において「ケアプラン」とい

う。）を作成している介護支援専門員を、特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、認

知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は看護小規模多機能型居宅介護の

利用者にあっては、当該事業所の介護支援専門員をいう。以下６において「ケアマネジャー」とい

う。）に対するケアプランの作成等に必要な情報提供並びに利用者若しくはその家族等に対する介

護サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行った場合に算定する。

ケアマネジャーへの情報提供がない場合には、算定できないこととなるため留意すること。

また、利用者が他の介護サービスを利用している場合にあっては、必要に応じて、利用者又は家族

の同意を得た上で、当該介護サービス事業者等に介護サービスを提供する上での情報提供及び助言

を行うこととする。

なお、当該医師が当該月に医療保険において、「在宅時医学総合管理料」又は「施設入居時等医学

総合管理料」を当該利用者について算定した場合には、当該医師に限り居宅療養管理指導費(Ⅱ)を算

定する。

② 「情報提供」及び「指導又は助言」の方法

ア ケアマネジャーに対する情報提供の方法

ケアプランの策定等に必要な情報提供は、サービス担当者会議への参加により行うことを基本とす

る（必ずしも文書等による必要はない。）。

当該会議への参加が困難な場合やサービス担当者会議が開催されない場合等においては、下記の

「情報提供すべき事項」（薬局薬剤師に情報提供する場合は、診療状況を示す文書等の内容も含

む。）について、原則として、文書等（メール、ＦＡＸ等でも可）により、ケアマネジャーに対し

て情報提供を行うことで足りるものとする。

なお、サービス担当者会議等への参加により情報提供を行った場合については、その情報提供の要

点を記載すること。当該記載については、医療保険の診療録に記載することは差し支えないが、下

線又は枠で囲う等により、他の記載と区別できるようにすること。

また、文書等により情報提供を行った場合については、当該文書等の写しを診療録に添付する等に

より保存すること。

（情報提供すべき事項）

(ａ)～(ｃ) （略）

(ｄ) 利用者の日常生活上の留意事項

※ 前記に係る情報提供については、医科診療報酬点数表における診療情報提供料に定め

る様式を活用して行うこともできることとする。

イ （略）

③～⑤ （略） 21

居宅療養管理指導関係（歯科医師）②
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居宅療養管理指導関係（歯科医師）③

（前頁からの続き）
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居宅療養管理指導関係（歯科衛生士）①

新 旧

ホ 歯科衛生士等が行う場合
⑴ 単一建物居住者１人に対して行う場合 361単位
⑵ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 325単位
⑶ ⑴及び⑵以外の場合 294単位
注１ 在宅の利用者であって通院又は通所が困難なものに対して、次に掲げ
るいずれの基準にも適合する指定居宅療養管理指導事業所（指定居宅サービ
ス基準第85条第１項第１号に規定する指定居宅療養管理指導事業所をいう。
以下この注から注４までにおいて同じ。）の歯科衛生士、保健師又は看護職
員（以下「歯科衛生士等」という。）が、当該利用者に対して訪問歯科診療
を行った歯科医師の指示に基づき、当該利用者を訪問し、実地指導を行った
場合に、単一建物居住者（当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、
当該指定居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士等が、同一月に指定居宅療養
管理指導を行っているものをいう。）の人数に従い、１月に４回を限度とし
て、所定単位数を算定する。

イ～ハ （略）
２～４ （略）

ホ 歯科衛生士等が行う場合
⑴ 単一建物居住者１人に対して行う場合 356単位
⑵ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 324単位
⑶ ⑴及び⑵以外の場合 296単位
注１ 在宅の利用者であって通院又は通所が困難なものに対して、次に掲げ
るいずれの基準にも適合する指定居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士、保
健師又は看護職員（以下「歯科衛生士等」という。）が、当該利用者に対し
て訪問歯科診療を行った歯科医師の指示に基づき、当該利用者を訪問し、実
地指導を行った場合に、単一建物居住者（当該利用者が居住する建物に居住
する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士等が、同一月
に指定居宅療養管理指導を行っているものをいう。）の人数に従い、１月に
４回を限度として、所定単位数を算定する。

イ～ハ （略）
２～４ （略）

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示
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指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定
居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について

新 旧

⑹ 歯科衛生士等の居宅療養管理指導について

①～④ （略）

⑤ 歯科衛生士等は実地指導に係る記録を別紙様式３等により作成し、交付

した管理指導計画を当該記録に添付する等により保存するとともに、指導

の対象となった利用者ごとに利用者氏名、訪問先、訪問日、指導の開始及

び終了時刻、指導の要点、解決すべき課題の改善等に関する要点、歯科医

師からの指示等、歯科医師の訪問診療に同行した場合には当該歯科医師の

診療開始及び終了時刻及び担当者の署名を明記し、指示等を行った歯科医

師に報告する。

⑥ 歯科衛生士等の行う居宅療養管理指導については、以下のアからキまで

に掲げるプロセスを経ながら実施すること。

ア・イ （略）

ウ 口腔機能アセスメントを踏まえ、歯科医師、歯科衛生士その他の職種

の者が共同して、利用者ごとに口腔衛生に関する事項（口腔内の清掃、

有床義歯の清掃等）、摂食・嚥下機能に関する事項（摂食・嚥下機能の

維持・向上に必要な実地指導、歯科保健のための食生活指導等）、解決

すべき課題に対し関連職種が共同して取り組むべき事項等を別紙様式３

等により記載し、利用者の疾病の状況及び療養上必要な実地指導内容や

訪問頻度等の具体的な計画を含めた管理指導計画を作成すること。また、

作成した管理指導計画については、居宅療養管理指導の対象となる利用

者又はその家族に説明し、その同意を得ること。

エ～キ （略）

⑦・⑧ （略）

⑨ 必要に応じて、⑶①の社会生活面の課題にも目を向けた地域社会におけ

る様々な支援につながる情報を把握し、関連する情報を指示を行った歯科

医師に提供するよう努めることとする。

⑸ 歯科衛生士等の居宅療養管理指導について

①～④ （略）

⑤ 歯科衛生士等は実地指導に係る記録を作成し、交付した管理指導計画を

当該記録に添付する等により保存するとともに、指導の対象となった利用

者ごとに利用者氏名、訪問先、訪問日、指導の開始及び終了時刻、指導の

要点、解決すべき課題の改善等に関する要点、歯科医師からの指示等、歯

科医師の訪問診療に同行した場合には当該歯科医師の診療開始及び終了時

刻及び担当者の署名を明記し、指示等を行った歯科医師に報告する。

⑥ 歯科衛生士等の行う居宅療養管理指導については、以下のアからキまで

に掲げるプロセスを経ながら実施すること。

ア・イ （略）

ウ 口腔機能アセスメントを踏まえ、歯科医師、歯科衛生士その他の職種

の者が共同して、利用者ごとに口腔衛生に関する事項（口腔内の清掃、

有床義歯の清掃等）、摂食・嚥下機能に関する事項（摂食・嚥下機能の

維持・向上に必要な実地指導、歯科保健のための食生活指導等）、解決

すべき課題に対し関連職種が共同して取り組むべき事項等を記載し、利

用者の疾病の状況及び療養上必要な実地指導内容や訪問頻度等の具体的

な計画を含めた管理指導計画を作成すること。また、作成した管理指導

計画については、居宅療養管理指導の対象となる利用者又はその家族に

説明し、その同意を得ること。

エ～キ （略）

⑦・⑧ （略）

（新設）

居宅療養管理指導関係（歯科衛生士）②
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居宅療養管理指導関係（歯科衛生士）③

（前頁からの続き）
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新 旧

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定通所介護事業所の従業者が、利用開始時

及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスク

リーニングを行った場合に、口腔・栄養スクリーニング加算として、次に掲げる区分に

応じ、１回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいず

れかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、当該

利用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している

場合にあっては算定しない。

イ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 20単位

ロ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) ５単位

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定通所介護事業所の従業者が、利用開始時

及び利用中６月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に

関する情報（当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情

報を含む。）を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供した場合に、栄養スクリー

ニング加算として１回につき５単位を所定単位数に加算する。ただし、当該利用者につ

いて、当該事業所以外で既に栄養スクリーニング加算を算定している場合は算定せず、

当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養

改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。

（新設）

（新設）

口腔・栄養スクリーニング加算関係①

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示

十九の二 通所介護費、通所リハビリテーション費、認知症対応型通所介護費、看護小規模多機能型居宅介護費、介護予防通所リハビリテーション費及び介護
予防認知症対応型通所介護費における口腔・栄養スクリーニング加算の基準

イ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
⑴ 利用開始時及び利用中六月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い、当該利用者の口腔の状態に関する情報（当該利用者が口腔の健康状態の低下
しているおそれのある場合にあっては、その改善に必要な情報を含む。）を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。
⑵ 利用開始時及び利用中六月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報（当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、
低栄養状態の改善に必要な情報を含む。）を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。
⑶ 通所介護費等算定方法第一号、第二号、第六号、第十一号、第十六号及び第二十号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
⑷ 算定日が属する月が、次に掲げる基準のいずれにも該当しないこと。

㈠ 栄養アセスメント加算を算定している若しくは当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間である又は当該栄養改善サービス
が終了した日の属する月であること。
㈡ 当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受けている間である又は当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月であること。
ロ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
⑴ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
㈠ イ⑴及び⑶に掲げる基準に適合すること。
㈡ 算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定している又は当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間である若しくは当
該栄養改善サービスが終了した日の属する月であること。
㈢ 算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受けている間及び当該口腔機能向上サービスが終了した日の属す
る月ではないこと。
⑵ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
㈠ イ⑵及び⑶に掲げる基準に適合すること。
㈡ 算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定していない、かつ、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間又は当該栄
養改善サービスが終了した日の属する月ではないこと。
㈢ 算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受けている間及び当該口腔機能向上サービスが終了した日の属す
る月であること。

厚生労働大臣が定める基準（平成二十七年厚生労働省告示第九十五号）
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新 旧

口腔・栄養スクリーニング加算について

① 口腔・栄養スクリーニング加算の算定に係る口腔の健康状態のスクリーニング（以

下「口腔スクリーニング」という。）及び栄養状態のスクリーニング（以下「栄養スク

リーニング」という。）は、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行わ

れることに留意すること。

② 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングは、利用者に対して、原則として一体

的に実施すべきものであること。ただし、大臣基準第19号の２ロに規定する場合にあっ

ては、口腔スクリーニング又は栄養スクリーニングの一方のみを行い、口腔・栄養スク

リーニング加算(Ⅱ)を算定することができる。

③ 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングを行うに当たっては、利用者について、

それぞれ次に掲げる確認を行い、確認した情報を介護支援専門員に対し、提供すること。

イ 口腔スクリーニング

ａ 硬いものを避け、柔らかいものばかりを中心に食べる者

ｂ 入れ歯を使っている者

ｃ むせやすい者

ロ 栄養スクリーニング

ａ ＢＭＩが18．５未満である者

ｂ １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施に

ついて」（平成18年６月９日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知）に規定す

る基本チェックリストの№11の項目が「１」に該当する者

ｃ 血清アルブミン値が３．５ｇ／dl以下である者

ｄ 食事摂取量が不良（75％以下）である者

④ 口腔・栄養スクリーニング加算の算定を行う事業所については、サービス担当者会

議で決定することとし、原則として、当該事業所が当該加算に基づく口腔スクリーニン

グ又は栄養スクリーニングを継続的に実施すること。

⑤ 口腔・栄養スクリーニング加算に基づく口腔スクリーニング又は栄養スクリーニン

グの結果、栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービス又は口腔機能向上加算の算定に

係る口腔機能向上サービスの提供が必要だと判断された場合は、口腔・栄養スクリーニ

ング加算の算定月でも栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定できること。

栄養スクリーニング加算について
① 栄養スクリーニングの算定に係る栄養状態に関するスクリーニングは、利用者ごと
に行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。

（新設）

② 栄養スクリーニング加算の算定に当たっては、利用者について、次に掲げるイから
ニに関する確認を行い、確認した情報を介護支援専門員に対し、提供すること。
（新設）

（新設）
イ ＢＭＩが18．５未満である者
ロ １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施につ

いて」（平成18年６月９日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知）に規定する基
本チェックリストの№11の項目が「１」に該当する者

ハ 血清アルブミン値が３．５ｇ／dl以下である者
ニ 食事摂取量が不良（75％以下）である者
③ 栄養スクリーニング加算の算定を行う事業所については、サービス担当者会議で決

定することとし、原則として、当該事業所が当該加算に基づく栄養スクリーニングを
継続的に実施すること。

④ 栄養スクリーニング加算に基づく栄養スクリーニングの結果、栄養改善加算に係る
栄養改善サービスの提供が必要と判断された場合は、栄養スクリーニング加算の算定月
でも栄養改善加算を算定できること。

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）
及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
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新 旧

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定通所介護事業所の従業者が、利用開始時

及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスク

リーニングを行った場合に、口腔・栄養スクリーニング加算として、次に掲げる区分に

応じ、１回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいず

れかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、当該

利用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している

場合にあっては算定しない。

イ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 20単位

ロ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) ５単位

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定通所介護事業所の従業者が、利用開始時

及び利用中６月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に

関する情報（当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情

報を含む。）を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供した場合に、栄養スクリー

ニング加算として１回につき５単位を所定単位数に加算する。ただし、当該利用者につ

いて、当該事業所以外で既に栄養スクリーニング加算を算定している場合は算定せず、

当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養

改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。

（新設）

（新設）

口腔・栄養スクリーニング加算関係②

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示

十九の二 通所介護費、通所リハビリテーション費、認知症対応型通所介護費、看護小規模多機能型居宅介護費、介護予防通所リハビリテーション費及び介護
予防認知症対応型通所介護費における口腔・栄養スクリーニング加算の基準

イ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
⑴ 利用開始時及び利用中六月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い、当該利用者の口腔の状態に関する情報（当該利用者が口腔の健康状態の低下
しているおそれのある場合にあっては、その改善に必要な情報を含む。）を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。
⑵ 利用開始時及び利用中六月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報（当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、
低栄養状態の改善に必要な情報を含む。）を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。
⑶ 通所介護費等算定方法第一号、第二号、第六号、第十一号、第十六号及び第二十号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
⑷ 算定日が属する月が、次に掲げる基準のいずれにも該当しないこと。

㈠ 栄養アセスメント加算を算定している若しくは当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間である又は当該栄養改善サービス
が終了した日の属する月であること。
㈡ 当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受けている間である又は当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月であること。
ロ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
⑴ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
㈠ イ⑴及び⑶に掲げる基準に適合すること。
㈡ 算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定している又は当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間である若しくは当
該栄養改善サービスが終了した日の属する月であること。
㈢ 算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受けている間及び当該口腔機能向上サービスが終了した日の属す
る月ではないこと。
⑵ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
㈠ イ⑵及び⑶に掲げる基準に適合すること。
㈡ 算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定していない、かつ、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間又は当該栄
養改善サービスが終了した日の属する月ではないこと。
㈢ 算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受けている間及び当該口腔機能向上サービスが終了した日の属す
る月であること。

厚生労働大臣が定める基準（平成二十七年厚生労働省告示第九十五号）
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第６ 口腔・栄養スクリーニング加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順例及び様式例の提示について
１ 口腔・栄養スクリーニングの基本的考え方

平成30年度介護報酬改定において、通所系サービスにおける栄養状態のスクリーニングを行う栄養スクリーニング加算が新設された。令和３年度介護報酬改定において、
口腔の健康状態のスクリーニングを併せて実施する口腔・栄養スクリーニング加算として評価する見直しを行った。

口腔・栄養スクリーニングは、事業所において、口腔の健康状態及び栄養状態についての簡易な評価を継続的に実施することにより、利用者の状態に応じて必要な医療
や口腔機能向上サービス、栄養改善サービス等の提供に繋げるとともに、当該事業所の従業者の口腔・栄養に関する意識の向上を図ることを目的とするものである。

例えば、噛む力が弱まると食事量が減ることで、必要なエネルギーやたんぱく質等の栄養素が不足し、低栄養のリスクが高まるなど、口腔の健康状態と栄養状態は密接
に関わっていることから、口腔の健康状態のスクリーニングと栄養状態のスクリーニングは一体的に実施すべきものである。

２ 口腔・栄養スクリーニングの実務等について
⑴ 口腔・栄養スクリーニングの実施体制

ア 口腔・栄養スクリーニングは、ケアマネジメントの一環として、介護職員等が、利用者全員の口腔の健康状態及び栄養状態を継続的に把握することが望ましい。
イ 事業所における口腔・栄養スクリーニングに関する手順をあらかじめ定めること。また、効率的・効果的にスクリーニングを実施するため、口腔の健康状態のスク

リーニングと栄養状態のスクリーニングは一体的に実施することが望ましい。
ウ 事業所は、口腔・栄養スクリーニングの実施体制を評価し、効率的・効果的に実施できるよう改善すべき課題を整理・分析し、継続的な見直しに努めること。
エ 利用者が複数の通所事業所等を利用している場合は、口腔・栄養スクリーニングを行う事業所を、利用者又は家族の希望も踏まえてサービス担当者会議等で検討し

た上で、介護支援専門員が決定することとし、原則として、当該事業所が継続的にスクリーニングを実施すること。
⑵ 口腔・栄養スクリーニングの実務

① スクリーニングの実施
介護職員等は、利用者のサービス利用開始時又は事業所における口 腔・栄養スクリーニング加算の算定開始時に、別紙様式６を用いてスクリーニングを行うこ

と。
② スクリーニング結果の情報提供等

介護職員等は、各利用者のスクリーニング結果を、当該利用者を担当する介護支援専門員に別紙様式６を参考に文書等で情報提供すること。
また、口腔の健康状態が低下しているおそれのある場合又は低栄養状態の利用者については、かかりつけ医又はかかりつけ歯科医への受診状況を利用者又はその家

族等に確認し、必要に応じて受診を促すとともに、当該利用者を担当する介護支援専門員に対して、口腔機能向上サービス又は栄養改善サービスの提供を検討するよ
うに依頼すること。

③ 再スクリーニングの実施
介護職員等は、再スクリーニングを６か月毎に実施するとともに、前回実施した際の結果と併せて②に従い介護支援専門員に情報提供等を行うこと。これらを継続的

に実施することにより、利用者の口腔の健康状態及び栄養状態の維持・向上に努めること。

リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及
び様式例の提示について

第６ 口腔・栄養スクリーニング加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順例及び様式例の提示について

口腔・栄養スクリーニング加算関係③
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口腔・栄養スクリーニング加算関係④

（前頁からの続き）
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新 旧

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出

て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利

用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは

実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身

の状態の維持又は向上に資すると認められるもの（以下この注において「口腔機能

向上サービス」という。）を行った場合は、口腔機能向上加算として、当該基準に

掲げる区分に従い、３月以内の期間に限り１月に２回を限度として１回につき次に

掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定

している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、口腔機能

向上サービスの開始から３月ごとの利用者の口腔機能の評価の結果、口腔機能が向

上せず、口腔機能向上サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者につ

いては、引き続き算定することができる。

イ 口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位

ロ 口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位

（削る）

（削る）

（削る）

イからハまでについて、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道

府県知事に届け出て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者

に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清

掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であっ

て、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの（以下この注に

おいて「口腔機能向上サービス」という。）を行った場合は、口腔機能向上加算と

して、３月以内の期間に限り１月に２回を限度として１回につき150単位を所定単位

数に加算する。ただし、口腔機能向上サービスの開始から３月ごとの利用者の口腔

機能の評価の結果、口腔機能が向上せず、口腔機能向上サービスを引き続き行うこ

とが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。

（新設）

（新設）

イ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置していること。

ロ 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、

介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善

管理指導計画を作成していること。

ハ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看

護職員が口腔機能向上サービスを行っているとともに、利用者の口腔機能を定期

的に記録していること。

ニ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価すること。

ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定通所介護事業所であること。

口腔機能向上加算関係①

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示

二十 通所介護費における口腔機能向上加算の基準

イ 口腔機能向上加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

⑴ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を一名以上配置していること。

⑵ 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理
指導計画を作成していること。

⑶ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービス（指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費の
注18に規定する口腔機能向上サービスをいう。）を行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。

⑷ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価すること。

⑸ 通所介護費等算定方法第一号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。

ロ 口腔機能向上加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

⑴ イ⑴から⑸までに掲げる基準のいずれにも適合すること。

⑵ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機能向上サービスの実施に当たって、当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な
実施のために必要な情報を活用していること。

厚生労働大臣が定める基準（平成二十七年厚生労働省告示第九十五号）
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新 旧

口腔機能向上加算について
①～⑥ （略）
⑦ 厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うことと

する。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情
報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理
手順及び様式例の提示について」（令和３年３月16日老老発0316第４号
厚生労働省老健局老人保健課長通知）を参照されたい。

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィード
バック情報を活用し、利用者の状態に応じた口腔機能改善管理指導計画
の作成（Plan）、当該計画に基づく支援の提供（Do)、当該支援内容の
評価（Check）、その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善
（Action）の一連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、サービスの
質の管理を行うこと。

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能
力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。

口腔機能向上加算について
①～⑥ （略）
（新設）

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）
及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について

口腔機能向上加算関係②
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第８ 口腔機能向上加算等に関する事務処理手順例及び様式例の提示について
１ 口腔機能向上サービスの実務等について

⑴ 通所サービスにおける口腔機能向上サービスの提供体制
ア 口腔機能向上サービスの提供体制は、ケアマネジメントの一環として、個々人に最適な実地指導を行い、その実務遂行上の機能や方法手順を効率的に行うた

めの体制をいう。
イ 事業所は、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員（以下「サービス担当者」という。）と介護職員、生活相談員その他の職種の者等（以下「関連職種」とい

う。）が共同した口腔機能向上サービスを行う体制を整備する。
ウ 事業所は、サービス担当者と関連職種が共同して口腔機能向上サービスに関する手順（スクリーニング・アセスメント、口腔機能改善管理指導計画、サービ

ス実施、モニタリング等）をあらかじめ定める。
エ サービス担当者は、利用者に適切な実地指導を効率的に提供できるよう関連職種との連絡調整を行う。
オ 事業所は、サービス担当者と関連職種が共同して口腔機能向上サービス体制に関する成果を含めて評価し、改善すべき課題を設定し、継続的なサービス提供

内容の改善に努める。
⑵ 口腔機能向上サービスの実務

ア スクリーニング・アセスメントの実施
サービス担当者は、利用開始時においては、利用者毎に口腔衛生、摂食・嚥下機能等に関する解決すべき課題の確認・把握を行う。解決すべき課題の確認・

把握の実施にあたっては、別紙様式８の様式例を参照の上、作成する。
様式例における解決すべき課題の確認・把握に係る項目については、事業所の実状にあわせて項目を追加することについては差し支えない。ただし、項目の

追加に当たっては、利用者等の過剰な負担とならぬよう十分配慮しなければならない。
イ 口腔機能改善管理指導計画の作成

① サービス担当者は、スクリーニング・アセスメントに対しサービス担当者と関連職種が共同して取り組むべき事項等について記載した口腔機能改善管理指
導計画を作成する。なお、この作成には、別紙様式８の様式例を参照の上、作成することとし、必要に応じて理学療法士、作業療法士、管理栄養士等の助言
を参考にする。ただし、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第37号）第99条、第115条若しくは第184条、指
定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成18年厚生労働省令第34号）第27条、第40条の９、第52条、第77条、第98条、第119
条若しくは第179条、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関
する基準（平成18年厚生労働省令第35号）第125条若しくは第247条又は指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着
型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成18年厚生労働省令第36号）第42条、第66条若しくは第87条において作
成することとされている各計画の中に、口腔機能改善管理指導計画に相当する内容をそれぞれ記載する場合は、その記載をもって口腔機能改善管理指導計画
の作成に代えることができるものとすること。

② サービス担当者は、作成した口腔機能改善管理指導計画について、関連職種と調整を図り、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画にも適切に反映さ
せる。

③ 介護予防通所介護又は通所介護において行われる口腔機能向上サービスの場合、サービス担当者は、それぞれの職種が兼ね備えた専門知識、技術等を用い
て実施する。しかし、利用者の心身の状況等に応じ、利用者の主治の医師又は主治の歯科医師の指示・指導が必要と判断される場合は、サービス担当者は、
主治の医師又は主治の歯科医師の指示・指導を受けること。

④ 介護予防通所リハビリテーション又は通所リハビリテーションにおいて行われる口腔機能向上サービスの場合、サービス担当者は、医師又は歯科医師の指
示・指導が必要であり、利用者の主治の医師又は主治の歯科医師等の指示・指導を受けなければならない。

ウ 利用者又はその家族への説明
サービス担当者は、口腔機能向上サービスの提供に際して、口腔機能改善管理指導計画を利用者又はその家族に説明し、口腔機能向上サービスの提供に関す

る同意を得る。医師又は歯科医師は、サービス担当者への指示・指導が必要な場合、口腔機能改善管理指導計画の実施に当たり、その計画内容、利用者又はそ
の家族の同意等を確認する。

リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及
び様式例の提示について

第８ 口腔機能向上加算等に関する事務処理手順例及び様式例の提示について

（次頁へ続く）

口腔機能向上加算関係③
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エ 口腔機能向上サービスの実施
① サービス担当者と関連職種は、口腔機能改善管理指導計画に基づいた口腔機能向上サービスの提供を行う。
② サービス担当者は、口腔機能改善管理指導計画に基づいて、口腔衛生、摂食・嚥下機能等に関する実地指導を実施する。
③ サービス担当者は、口腔機能向上サービスの提供に当たっては、それぞれの職種が兼ね備えた専門知識、技術等を用いて実施する。しかし、利用者の心身の状況等に

応じ、利用者の主治の医師又は主治の歯科医師等の指示・指導が必要と考えられる場合、サービス担当者は、主治の医師又は主治の歯科医師等の指示・指導を受けな
ければならない。また、関連職種に対して、口腔機能改善管理指導計画に基づいて個別又は集団に対応した口腔機能向上サービスの提供ができるように指導及び助言
等を行う。

④ サービス担当者は、関連職種と共同して口腔機能向上サービスに関するインシデント・アクシデント事例等の把握を行う。
⑤ サービス担当者は、口腔機能向上サービス提供の主な経過を記録する。記録の内容は、実施日、サービス提供者氏名及び職種、指導の内容（口腔清掃、口腔清掃に関

する指導、摂食・嚥下等の口腔機能に関する指導、音声・言語機能に関する指導）について記録する。なお、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関す
る基準第105条若しくは第119条において準用する第19条若しくは第181条、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第37条、第40条の16、
第61条、第88条若しくは第182条において準用する第３条の18、第95条若しくは第116条、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防
サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第123条において準用する第49条の13若しくは第237条又は指定地域密着型介護予防サービスの事
業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第21条、第64条において準用する第21条若
しくは第75条に規定するサービスの提供の記録においてサービス担当者が口腔機能向上サービス提供の経過を記録する場合は、当該記録とは別に歯科衛生士等の居宅
療養管理指導費又は口腔機能向上加算の算定のために口腔機能向上サービスの提供の経過を記録する必要はないものとすること。

オ 実施上の問題点の把握
サービス担当者は、口腔機能改善管理指導計画に基づき、利用者の目標の達成状況、口腔衛生、口腔機能の改善状況等を適宜把握する。改善状況に係る記録は、別紙

様式８の様式例を参照の上、作成する。口腔機能改善管理指導計画の変更が必要になる状況が疑われる場合には、口腔機能改善管理指導計画の変更を検討する。
カ モニタリングの実施

① サービス担当者は、目標の達成状況、口腔衛生、摂食・嚥下機能等の改善状況等を宜モニタリングし、評価を行うとともに、サービスの見直し事項を含めた、口腔機
能改善管理指導計画の変更の必要性を判断する。モニタリングの記録は、別紙様式８の様式例を参照の上、作成する。

② モニタリングは、口腔機能改善管理指導計画に基づき、概ね１か月毎に適宜行う。
キ 再把握の実施

サービス担当者は、口腔衛生、摂食・嚥下機能等に関する解決すべき課題の把握を３か月毎に実施し、事業所を通じて利用者を担当する介護支援専門員又は介護予防
支援事業者等へ情報を提供する。なお、この把握には、別紙様式８の様式例を参照の上、作成する。

介護支援専門員又は介護予防支援事業者等は、情報提供を受け、サービス担当者と連携して、口腔衛生、摂食・嚥下機能等に関するリスクにかかわらず、把握を３か
月毎に実施する。

ク 口腔機能向上サービスの継続及び終了時の説明等
サービス担当者は、総合的な評価を行い、口腔機能向上サービスの継続又は終了の場合には、その結果を利用者又はその家族に説明するとともに、利用者を担当する

介護支援専門員又は介護予防支援事業者等に継続又は終了の情報を提供し、サービスを継続又は終了する。サービスの継続又は終了については、利用者又はその家族へ説
明し同意を得る。

評価の結果、改善等により終了する場合は、関連職種や居宅サービス事業所又は介護予防サービス事業所との連携を図る。また、評価において医療が必要であると考
えられる場合は、主治の医師又は主治の歯科医師、介護支援専門員若しくは介護予防支援事業者並びに関係機関（その他の居宅サービス事業所等）との連携を図る。

２ 歯科衛生士等の居宅療養管理指導の実務等について
居宅療養管理指導にかかる口腔機能スクリーニング、口腔機能アセスメント、管理指導計画、モニタリング、評価等については、原則として、別紙様式８の様式例を参照の

上、作成する。ただし、別紙様式８の様式例によらない場合であっても、個々の利用者の口腔衛生、摂食・嚥下機能等に着目した居宅療養管理指導が適切に行われており、当
該指導に必要とされる事項が記載されている場合にあっては、別の様式を利用して差し支えない。

（前頁からの続き）

口腔機能向上加算関係④
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口腔機能向上加算関係⑤

（前頁からの続き）
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リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及
び様式例の提示について

第７ 口腔衛生の管理体制に関する基本的考え方と様式例の提示について

第１ リハビリテーション・機能訓練、栄養管理及び口腔管理の一体的な実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示につ
いて
１ リハビリテーション・機能訓練、栄養管理及び口腔管理の一体的な実施の基本的な考え方

リハビリテーション・機能訓練と栄養管理の連携においては、筋力・持久力の向上、活動量に応じた適切な栄養摂取量の調整、低栄養の予
防・改善、食欲の増進等が期待される。栄養管理と口腔管理の連携においては、適切な食事形態・摂取方法の提供、食事摂取量の維持・改善、
経口摂取の維持等が期待される。口腔管理とリハビリテーション・機能訓練の連携においては、摂食・嚥下機能の維持・改善、口腔衛生や全
身管理による誤嚥性肺炎の予防等が期待される。

このように、リハビリテーション・機能訓練、栄養管理及び口腔管理の取組は一体的に運用されることで、例えば、
・ リハビリテーション・個別機能訓練の負荷又は活動量に応じて、必要なエネルギー量や栄養素を調整することによる筋力・持久力の向上

及びＡＤＬの維持・改善
・ 医師、歯科医師等の多職種の連携による摂食・嚥下機能の評価により、食事形態・摂取方法の適切な管理、経口摂取の維持等が可能とな

ることによる誤嚥性肺炎の予防及び摂食・嚥下障害の改善
など、効果的な自立支援・重度化予防につながることが期待される。

このため自立支援・重度化防止のための効果的なケアを提供する観点から、医師、歯科医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理
栄養士、歯科衛生士等の多職種による総合的なリハビリテーション・機能訓練、栄養管理及び口腔管理が実施されることが望ましい。

２ リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の一体的な実施に関する様式例について
令和３年度介護報酬改定において、リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の取組を一体的に運用し、自立支援・重度

化防止を効果的に進めるため、リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理に関する各種計画書（リハビリテーション計画書、
個別機能訓練計画書、栄養ケア計画書及び口腔機能向上サービスの管理指導計画・実施記録）について、重複する記載項目を整理するととも
に、それぞれの実施計画を一体的に記入できる様式を設けることとした。

下表中右欄に定める様式を用いて計画書を作成した場合、リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の各関係加算等の算
定に際し必要とされる左欄の様式の作成に代えることができる。

リハ・口腔・栄養の連携強化関係①



37

リハ・口腔・栄養の連携強化関係②（様式抜粋）

（前頁からの続き）
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第１ 基本的考え方
１ 科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）について

厚生労働省では、平成28年度から通所・訪問リハビリテーションデータ収集システム（以下「ＶＩＳＩＴ」という。）を運用し、リハビリテーションマネジメントで
活用されるリハビリテーション計画書等の情報を収集するとともに、令和２年５月から高齢者の状態やケアの内容等データ収集システム（以下「ＣＨＡＳＥ」とい
う。）を運用し、利用者又は入所者（以下「利用者等」という。）の心身の状況や提供されるサービス等に関する情報を収集してきた。

令和３年４月１日より、ＶＩＳＩＴ及びＣＨＡＳＥの一体的な運用を開始するとともに、科学的介護の理解と浸透を図る観点から、名称を「科学的介護情報システム
（Long-term care Information system For Evidence）」（以下「ＬＩＦＥ」という。）とすることとした。なお、ＬＩＦＥの利用申請手続等については、「「科学的
介護情報システム（ＬＩＦＥ）」の活用等について」（令和３年２月19日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡）を参照されたい。
ＵＲＬ：https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00037.html

２ ＬＩＦＥを用いたＰＤＣＡサイクルの推進及びサービスの質の向上について
令和３年度介護報酬改定において、科学的に効果が裏付けられた自立支援・重度化防止に資する質の高いサービス提供の推進を目的とし、ＬＩＦＥを用いたＰＤＣＡ

サイクルの推進及びサービスの質の向上を図る取組を推進することとされた。
ＰＤＣＡサイクルとは、利用者等の状態に応じたケア計画等の作成（Plan）、当該計画等に基づくサービスの提供（Do）、当該提供内容の評価（Check）、その評

価結果を踏まえた当該計画等の見直し・改善（Action）の一連のサイクルのことであり、ＰＤＣＡサイクルの構築を通じて、継続的にサービスの質の管理を行うことに
より、サービスの質の向上につなげることを目指すものである。

ＰＤＣＡサイクルに沿った取組を進める中で作成された、ケア計画等の情報をＬＩＦＥに提出することで、利用者等単位又は事業所・施設単位で解析された結果の
フィードバックを受けることができる。このフィードバック情報を活用することで、利用者等の状態やケアの実績の変化等を踏まえたケア計画等の見直し・改善を行う
ことが可能となり、サービスの質の一層の向上につなげることが可能となる。

以上の観点から、第２に規定する各加算については、ＬＩＦＥへの情報提出及びフィードバック情報を活用したＰＤＣＡサイクルの推進及びサービスの質の向上を求
めることとしている。

第２ ＬＩＦＥに関連する加算
１ 科学的介護推進体制加算

⑴ 通所サービス、居住サービス及び多機能サービスにおける科学的介護推進体制加算
ア ＬＩＦＥへの情報提出頻度について

利用者ごとに、（ア）から（エ）までに定める月の翌月10日までに提出すること。なお、情報を提出すべき月について情報の提出を行えない事実が生じた場合、
直ちに訪問通所サービス通知第１の５の届出を提出しなければならず、事実が生じた月のサービス提供分から情報の提出が行われた月の前月までの間について、
利用者全員について本加算を算定できないこと（例えば、４月の情報を５月10日までに提出を行えない場合は、直ちに届出の提出が必要であり、４月サービス提
供分から算定ができないこととなる。）。
（ア） 本加算の算定を開始しようとする月においてサービスを利用している利用者（以下「既利用者」という。）については、当該算定を開始しようとする月
（イ） 本加算の算定を開始しようとする月の翌月以降にサービスの利用を開始した利用者（以下「新規利用者」という。）については、当該サービスの利用を

開始した日の属する月
（ウ） （ア）又は（イ）の月のほか、少なくとも６月ごと
（エ） サービスの利用を終了する日の属する月

イ ＬＩＦＥへの提出情報について
事業所の全ての利用者について、別紙様式１（科学的介護推進に関する評価（通所・居住サービス））にある「評価日」、「前回評価日」、「障害高齢者の日

常生活自立度及び認知症高齢者の日常生活自立度」、「総論（ＡＤＬ及び在宅復帰の有無等に限る。）」、「口腔・栄養」及び「認知症（必須項目に限る。）」
の各項目に係る情報を、やむを得ない場合を除き、すべて提出すること。また、「総論（既往歴、服薬情報及び同居家族等に限る。）」及び「認知症（任意項目
に限る。）」の各項目に係る情報についても、必要に応じて提出することが望ましいこと。なお、フィードバックについては必須情報以外も含め提出された情報
に基づき実施されるものであること。

また、提出情報は、利用者ごとに、以下の時点における情報とすること。
・ ア（ア）に係る提出情報は、当該算定開始時における情報
・ ア（イ）に係る提出情報は、当該サービスの利用開始時における情報
・ ア（ウ）に係る提出情報は、前回提出時以降の情報
・ ア（エ）に係る提出情報は、当該サービスの利用終了時における情報

科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について（抜粋）

（次頁へ続く）

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00037.html
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⑵ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び介護老人福祉施設における科学的介護推進体制加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)
ア ＬＩＦＥへの情報提出頻度について

通所サービス、居住サービス及び多機能サービスにおける科学的介護推進体制加算と同様であるため、⑴アを参照されたい。
イ ＬＩＦＥへの提出情報について

科学的介護推進体制加算(Ⅰ)については、施設における入所者全員について、別紙様式２（科学的介護推進に関する評価（施設サービス））にある「評価
日」、「前回評価日」、「障害高齢者の日常生活自立度又は認知症高齢者の日常生活自立度」、「総論（ＡＤＬ及び在宅復帰の有無等に限る。）」、「口腔・
栄養」及び「認知症（必須項目に限る。）」の各項目に係る情報を、やむを得ない場合を除き、すべて提出すること。また、「総論（既往歴、服薬情報及び同
居家族等に限る）」及び「認知症（任意項目に限る。）」に係る情報についても、必要に応じて提出することが望ましいこと。

科学的介護推進体制加算(Ⅱ)については、施設における入所者全員について、科学的介護推進体制加算（Ⅰ）で必須とされる情報に加え、「総論（既往歴及
び同居家族等に限る。）」に係る情報を、やむを得ない場合を除き、すべて提出すること。また、「総論（服薬情報に限る。）」に係る情報についても、必要
に応じて提出することが望ましいこと。

なお、フィードバックについては必須情報以外も含め提出された情報に基づき実施されるものであること。
また、提出情報の時点は、通所サービス、居住サービス及び多機能サービスにおける科学的介護推進体制加算と同様であるため、⑴イ後段を参照されたい。

⑶ 介護老人保健施設及び介護医療院における科学的介護推進体制加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)
ア ＬＩＦＥへの情報提出頻度について

通所サービス、居住サービス及び多機能サービスにおける科学的介護推進体制加算と同様であるため、⑴アを参照されたい。
イ ＬＩＦＥへの提出情報について

科学的介護推進体制加算(Ⅰ)については、施設における入所者全員について、別紙様式２（科学的介護推進に関する評価（施設サービス））にある「評価
日」、「前回評価日」、「障害高齢者の日常生活自立度又は認知症高齢者の日常生活自立度」、「総論（ＡＤＬ及び在宅復帰の有無等に限る。）」、「口腔・
栄養」及び「認知症（必須項目に限る。）」の各項目に係る情報を、やむを得ない場合を除き、すべて提出すること。また、「総論（既往歴、服薬情報及び同
居家族等に限る。）」及び「認知症（任意項目に限る。）」に係る情報についても、必要に応じて提出することが望ましいこと。

科学的介護推進体制加算(Ⅱ)については、施設における入所者全員について、科学的介護推進体制加算(Ⅰ)で必須とされる情報に加え、「総論（既往歴、服
薬情報及び同居家族等に限る。）」に係る情報を、やむを得ない場合を除き、すべて提出すること。また、「認知症（任意項目に限る。）」に係る情報につい
ても、必要に応じて提出することが望ましいこと。

なお、提出情報の時点は、通所サービス、居住サービス及び多機能サービスにおける科学的介護推進体制加算と同様であるため、⑴イ後段を参照されたい。
⑷ 猶予期間の設定について

令和３年度においては、ＬＩＦＥに対応した介護記録システム等を導入するために時間を要する等の事情のある事業所・施設については、⑴ア、⑵ア及び⑶ア
の規定にかかわらず、一定の経過措置を設けることとする。具体的には、
・ 令和３年４月から同年９月末日までに本加算の算定を開始する場合は、算定を開始しようとする月の５月後の月
又は、
・ 令和３年10月から令和４年２月末日までの間に本加算の算定を開始する場合は、令和４年３月
の翌月10日までに提出することを可能とする猶予期間を設けることとし、当該猶予の適用を必要とする理由及び提出予定時期等を盛り込んだ計画を策定すること
で、猶予措置の適用を受け本加算の算定をできるものとする（本計画については、指定権者への届出までを求めるものではないが、求められた場合には速やかに
提出すること）。なお、猶予期間終了後、情報提出を行うに当たっては、⑴ア、⑵ア及び⑶アに規定する時点における情報の提出が必要であること。また、猶予
期間の終了時期を待たず、可能な限り早期に⑴ア、⑵ア及び⑶アの規定に従い提出することが望ましいこと。

なお、提出すべき情報を猶予期間終了日までに提出していない場合は、算定した当該加算については、遡り過誤請求を行うこと。

（次頁へ続く）

（前頁からの続き）
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２ 個別機能訓練加算(Ⅱ)
⑴ ＬＩＦＥへの情報提出頻度について

利用者ごとに、アからウまでに定める月の翌月10日までに提出すること。
ア 新規に個別機能訓練計画の作成を行った日の属する月
イ 個別機能訓練計画の変更を行った日の属する月
ウ ア又はイのほか、少なくとも３月に１回
⑵ ＬＩＦＥへの提出情報について
ア 「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」（令和３年３月16日老

振発0316第３号、老老発0316第２号）別紙様式３－３（個別機能訓練計画書）にある「評価日」、「職種」、「ＡＤＬ」、「ＩＡＤＬ」及び「起居動作」並びに別紙様
式３にある「作成日」、「前回作成日」、「初回作成日」、「障害高齢者の日常生活自立度又は認知症高齢者の日常生活自立度」、「健康状態・経過（病名及び合併疾
患・コントロール状態に限る。）」、「個別機能訓練の目標」及び「個別機能訓練項目（プログラム内容、留意点、頻度及び時間に限る。）」の各項目に係る情報をすべ
て提出すること。

イ 提出情報は、以下の時点における情報とすること。
⑴ア及びイに係る提出情報は、当該情報の作成又は変更時における情報
⑴ウに係る提出情報は、前回提出時以降の情報

（略）

14 口腔衛生管理加算(Ⅱ)
⑴ ＬＩＦＥへの情報提出頻度について

個別機能訓練加算(Ⅱ)と同様であるため、２⑴を参照されたい。
⑵ ＬＩＦＥへの提出情報について

「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分）及び指定施設サービス等に要する費用
の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」別紙様式３又は「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密
着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」別紙様式１（口腔衛生管理加算 様式（実施計画））にある
「要介護度・病名等」、「かかりつけ歯科医」、「入れ歯の使用」、「食形態」、「誤嚥性肺炎の発症・罹患」、「口腔に関する問題点（スクリーニング）」、
「口腔衛生の管理内容（アセスメント）（実施目標、実施内容及び実施頻度に限る。）」及び「歯科衛生士が実施した口腔衛生等の管理及び介護職員への技術的助
言等の内容」の各項目に係る情報をすべて提出すること。

提出情報の時点は、個別機能訓練加算(Ⅱ)と同様であるため、２⑵ウを参照されたい。

15 口腔機能向上加算(Ⅱ)
⑴ ＬＩＦＥへの情報提出頻度について

個別機能訓練加算(Ⅱ)と同様であるため、２⑴を参照されたい。
⑵ ＬＩＦＥへの提出情報について

「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」別紙様式８（口
腔機能向上サービスに関する計画書（様式例））にある「かかりつけ歯科医」、「入れ歯の使用」、「食形態等」、「誤嚥性肺炎の発症・罹患」、「スクリーニン
グ、アセスメント、モニタリング」、「口腔機能改善管理計画」及び「実施記録」の各項目に係る情報をすべて提出すること。

提出情報の時点は、個別機能訓練加算(Ⅱ)と同様であるため、２⑵ウを参照されたい。

（前頁からの続き）

科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について（抜粋）②


